
別表第２（第３条関係） 

 補助対象設備を導入する住宅の要件 

補助対象設備の

種類 
補助対象設備を導入する住宅の要件 

住宅用太陽光発

電設備 

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（１）住宅用太陽光発電設備（太陽電池を利用して電気

を発生させるための定置型の設備であって、設置さ

れた住宅において電気が消費されるものをいう。以

下同じ。）の工事に着工する前日までに建築工事が

完了していること。 

（２）次のいずれかに該当すること。 

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する住

宅 

  イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが

居住する住宅 

（３）第６条に定める市への交付の申請及び実績報告

（以下「実績報告」という。）の日までに、次のい

ずれかの設備が設置されていること。この場合にお

いては、新設又は既設を問わない。 

  ア エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）（住宅全

体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギー

の「見える化」を図るとともに、機器の電力使用

量などを調整する制御機能を有し、機器の制御に

係る装置（コントローラ等）が一般社団法人エコ

ーネットコンソーシアムの定める「ＥＣＨＯＮＥ

Ｔ Ｌｉｔｅ」規格の認証を取得しているものを

いう。） 

  イ 別表第１に定める設備の要件を満たす定置用リ

チウムイオン蓄電システム 

家庭用燃料電池

システム（エネ

ファーム） 

 次のいずれかに該当すること。 

（１）補助事業を実施する者自らが所有し居住する住宅 

（２）補助事業を実施する者自らの居住の用に供するた

めに新築する住宅 

（３）補助事業を実施する者の居住の用に供するために

取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等

により予め設置された住宅 

（４）第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居



住する住宅 

定置用リチウム

イオン蓄電シス

テム 

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（１）市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備

が設置されていること。この場合において、接続す

る住宅用太陽光発電設備は、新設又は既設を問わな

い。 

（２）次のいずれかに該当すること。 

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する住

宅 

  イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供する

ために新築する住宅 

  ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するため

に取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業

者等により予め設置された住宅 

  エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが

居住する住宅 

窓の断熱改修 

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（１）窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工

事が完了していること。 

（２）次のいずれかに該当すること。 

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する住

宅 

  イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが

居住する住宅 

  ウ 補助事業を実施する者が管理する、共同住宅又

は長屋（以下「マンション等」という。）。 

電気自動車等 

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（１）市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備

が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電で

きること。この場合において、接続する住宅用太陽

光発電設備は、新設又は既設を問わない。 

（２）市への実績報告の日までに補助事業を実施する者

自らが居住する住宅であること。 

（３）別表第５及び別表第６において、住宅用太陽光発

電設備及びＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合の補助

を受けようとするときは、市への実績報告の日まで

にＶ２Ｈ充放電設備を設置していること。この場合



において、Ｖ２Ｈ充放電設備は、新設又は既設を問

わない。 

Ｖ２Ｈ充放電設

備 

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（１）市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備

が設置され、かつ、電気自動車等が導入されている

こと。この場合において、接続する住宅用太陽光発

電設備は、新設又は既設を問わない。電気自動車等

にあっては、新規導入又は導入済みを問わない。 

（２）次のいずれかに該当すること。 

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する住

宅 

  イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供する

ために新築する住宅 

  ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するため

に取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業

者等により予め設置された住宅 

  エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが

居住する住宅 

集合住宅用充電

設備 

 次に掲げる要件を満たすこと。 

（１）既存のマンション等であり、設備はマンション等

に属する駐車場（平置き、立体自走、機械式等）に

おける充電設備として居住者が利用できるものであ

ること。 

（２）別表第５及び別表第６において、居住者以外も充

電設備を利用可能な場合の補助を受けようとすると

きは、市への実績報告の日までに、集合住宅用充電

設備を導入するマンション等の敷地の外から、居住

者以外も充電設備を利用することができることの記

載がされた案内板が確認できること。 

住民の合意形成

のための資料 

マンション管理組合が管理する、既存のマンション等で

あること。 

 

  


